
事 務 連 絡 

令和５年５月９日 

保護者各位 

 

沖縄県立那覇工業高等学校 

                            校長  宮城 哲夫 

（公印省略） 

 

 

新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行後の対応について 

 

 

 平素より、保護者の皆様には、本校教育活動ならびに感染症対策に、ご理解とご協

力を賜り感謝申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症は、本年５月８日付けで、インフルエンザと同等

の５類感染症に移行することが、法律で定められました。 

 つきましては、学校における移行後の対応および継続した取り組みについて、下記

の通りとなりますので、ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。 

 

記 

 

１．コロナ陽性の場合（出席停止の取り扱い） 

＜有症状の場合＞ 

『発症した後 5 日が経過し、かつ、症状が軽快した後 1 日を経過するまでの期間、

出席停止とします。』 

 

＜無症状の場合＞ 

『陽性が判明した検体採取日を 0日として 5日経過し、かつ、症状が軽快した後 

1日が経過するまでの期間、出席停止とします。』 

※出席停止解除後、発症から 10日を経過するまでは、マスクの着用を 

推奨します。 

 

２．これまで『出席停止』の扱いとなった以下の事例は病欠あるいは届け欠席と 

なります。 

〇生徒および家族に発熱などの風邪症状がある場合 

〇生徒が濃厚接触者となった場合 

〇家族にコロナを疑わせる症状の者がいる場合 

 

３．５類感染症への移行後においても感染拡大を防止するため、継続した感染対策へ 

のご協力をお願い致します。 

① 発熱、咽頭痛、咳など普段と異なる症状がある場合は登校を控え、家庭で 

様子を見て下さい。（医療機関の受診または検査キットを使用することをお勧 

めします） 

② 日頃から、うがい・手洗いなど感染対策を習慣づけるようにして下さい。 


